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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月30日(2017.11.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　本発明は、上述の特定の実施例及び実施形態に限定されると見なされるべきでなく、そ
のような実施形態は、本発明の様々な態様の説明を容易にするために詳細に説明されるた
めのものである。むしろ本発明は、添付される特許請求の範囲によって定義される本発明
の趣旨及び範囲内に含まれる様々な改変形態、等価の工程、並びに代替装置及び材料を含
む、本発明の全ての態様を包含するものと理解されたい。本発明の実施態様の一部を以下
の項目［１］－［１３］に記載する。
［１］
　対流装置であって、
　第１の開口部を有する第１の膨張可能なセクションと、
　第２の開口部を有する第２の膨張可能なセクションと、
　前記第１の膨張可能なセクションと前記第２の膨張可能なセクションとの間に配置され
た流れ制御装置であって、前記第２の膨張可能なセクションが膨張媒体で膨張するとき開
き、前記第１の膨張可能なセクションが膨張媒体で膨張するとき閉じたままであるように
構成される、流れ制御装置と、を備える、対流装置。
［２］
　前記流れ制御装置が解放可能な粘着性ストリップを備える、項目１に記載の対流装置。
［３］
　前記流れ制御装置が空気透過性ストリップと空気不透過性ストリップとを備える、項目
１に記載の対流装置。
［４］
　前記第１の開口部が第１の大きさのホースノズルを受け入れるように構成され、前記第
２の開口部が前記第１の大きさとは異なる第２の大きさのホースノズルを受け入れるよう
に構成される、項目１に記載の対流装置。
［５］
　前記第１の開口部が第１の形状のホースノズルを受け入れるように構成され、前記第２
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の開口部が前記第１の形状とは異なる第２の形状のホースノズルを受け入れるように構成
される、項目１に記載の対流装置。
［６］
　前記流れ制御装置が、前記第２の膨張可能なセクションが所定の閾値より大きな圧力を
有する膨張媒体で膨張するとき開くように構成される、項目１に記載の対流装置。
［７］
　前記第１の膨張可能なセクションと前記第２の膨張可能なセクションとの間にシールを
更に備え、前記流れ制御装置の少なくとも一部は前記シールに隣接している、項目１に記
載の対流装置。
［８］
　前記シールが前記第１の膨張可能なセクションに向いている第１の側と、前記第２の膨
張可能なセクションに向いている第２の側とを有し、前記流れ制御装置の少なくとも一部
は前記シールの前記第２の側に隣接している、項目７に記載の対流装置。
［９］
　前記流れ制御装置が細長い粘着性ストリップを備える、項目１に記載の対流装置。
［１０］
　流れ制御装置であって、
　第１の側と、第２の側と、第１の端部と、第２の端部とを有する空気透過性ストリップ
と、
　第１の側と、第２の側と、第１の端部と、第２の端部とを有する空気不透過性ストリッ
プと、を備え、前記空気不透過性ストリップの前記第２の側が前記空気透過性ストリップ
の前記第２の側に近接し、前記空気不透過性ストリップが、前記流れ制御装置が閉じた状
態で前記空気透過性ストリップを覆い、前記流れ制御装置が開いた状態で前記空気透過性
ストリップを覆わないように構成される、流れ制御装置。
［１１］
　前記空気透過性ストリップが、前記空気透過性ストリップの前記第１の端部と前記空気
不透過性ストリップの前記第１の端部とに近接して、前記空気不透過性ストリップに取り
付けられる、項目１０に記載の流れ制御装置。
［１２］
　前記空気不透過性ストリップの前記第１の側が、前記流れ制御装置が前記閉じた状態で
、前記空気透過性ストリップの前記第１の側に近接している、項目１０に記載の流れ制御
装置。
［１３］
　前記空気透過性ストリップと前記空気不透過性ストリップとは、折り畳まれた１枚の空
気不透過性材料によって形成され、前記空気透過性ストリップは、膨張媒体を通過させる
１つ以上の開口部を含む、項目１０に記載の流れ制御装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対流装置であって、
　第１の開口部を有する第１の膨張可能なセクションと、
　第２の開口部を有する第２の膨張可能なセクションと、
　前記第１の膨張可能なセクションと前記第２の膨張可能なセクションとの間に配置され
た流れ制御装置であって、前記第２の膨張可能なセクションが膨張媒体で膨張するとき開
き、前記第１の膨張可能なセクションが膨張媒体で膨張するとき閉じたままであるように
構成される、流れ制御装置と、を備える、対流装置。
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【請求項２】
　前記流れ制御装置が解放可能な粘着性ストリップを備える、請求項１に記載の対流装置
。
【請求項３】
　前記流れ制御装置が空気透過性ストリップと空気不透過性ストリップとを備える、請求
項１に記載の対流装置。
【請求項４】
　前記第１の開口部が第１の大きさのホースノズルを受け入れるように構成され、前記第
２の開口部が前記第１の大きさとは異なる第２の大きさのホースノズルを受け入れるよう
に構成される、請求項１に記載の対流装置。
【請求項５】
　前記流れ制御装置が、前記第２の膨張可能なセクションが所定の閾値より大きな圧力を
有する膨張媒体で膨張するとき開くように構成される、請求項１に記載の対流装置。
【請求項６】
　流れ制御装置であって、
　第１の側と、第２の側と、第１の端部と、第２の端部とを有する空気透過性ストリップ
と、
　第１の側と、第２の側と、第１の端部と、第２の端部とを有する空気不透過性ストリッ
プと、を備え、前記空気不透過性ストリップの前記第２の側が前記空気透過性ストリップ
の前記第２の側に近接し、前記空気不透過性ストリップが、前記流れ制御装置が閉じた状
態で前記空気透過性ストリップを覆い、前記流れ制御装置が開いた状態で前記空気透過性
ストリップを覆わないように構成される、流れ制御装置。
【請求項７】
　前記空気透過性ストリップが、前記空気透過性ストリップの前記第１の端部と前記空気
不透過性ストリップの前記第１の端部とに近接して、前記空気不透過性ストリップに取り
付けられる、請求項６に記載の流れ制御装置。
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